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：平成３０年４月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ホ　介護医療院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　介護療養施設サービス

　　　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

　　　ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

　　　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

　４　介護医療院サービス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　サ　ー　ビ　ス

社保審－介護給付費分科会 

第 158回（H30.1.26）  　資料２  



８　短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員

の勤務条件基

準を満たさない

場合

利用者の数及

び入所者の数の

合計数が入所

定員を超える場

合 又

は

介護・看護職員

の員数が基準に

満たない場合

常勤のユニット

リーダーをユ

ニット毎に配置

していない等ユ

ニットケアにおけ

る体制が未整備

である場合

共生型短期入

所生活介護を

行う場合

生活相談員配

置等加算

生活機能向上

連携加算

専従の機能訓

練指導員を配

置している場合

個別機能訓練

加算

看護体制加

算（Ⅰ）

看護体制加算

（Ⅱ）

看護体制加算

（Ⅲ）

看護体制加算

（Ⅳ）

医療連携強

化加算

夜勤職員配

置加算

（Ⅰ）・（Ⅱ）

夜勤職員配

置加算（Ⅲ）・

（Ⅳ）

認知症行動・

心理症状緊

急対応加算

若年性認知

症利用者受

入加算

利用者に対し

て送迎を行う

場合

緊急短期入
所受入加算

長期利用者

に対して短期

入所生活介

護を提供する

場合

要介護１ （ 625 単位）

要介護２ （ 693 単位）

要介護３ （ 763 単位）

要介護４ （ 831 単位）

要介護５ （ 897 単位）

要介護１ （ 625 単位）

要介護２ （ 693 単位）

要介護３ （ 763 単位）

要介護４ （ 831 単位）

要介護５ （ 897 単位）

要介護１ （ 584 単位）

要介護２ （ 652 単位）

要介護３ （ 722 単位）

要介護４ （ 790 単位）

要介護５ （ 856 単位）

要介護１ （ 584 単位）

要介護２ （ 652 単位）

要介護３ （ 722 単位）

要介護４ （ 790 単位）

要介護５ （ 856 単位）

要介護１ （ 723 単位）

要介護２ （ 790 単位）

要介護３ （ 863 単位）

要介護４ （ 930 単位）

要介護５ （ 997 単位）

要介護１ （ 723 単位）

要介護２ （ 790 単位）

要介護３ （ 863 単位）

要介護４ （ 930 単位）

要介護５ （ 997 単位）

要介護１ （ 682 単位）

要介護２ （ 749 単位）

要介護３ （ 822 単位）

要介護４ （ 889 単位）

要介護５ （ 956 単位）

要介護１ （ 682 単位）

要介護２ （ 749 単位）

要介護３ （ 822 単位）

要介護４ （ 889 単位）

要介護５ （ 956 単位）

　：　「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

ト　介護職員処遇

　　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×８３/1000）

注

所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×６０/1000）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３３/1000）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

　　　　　　　　（1月につき　＋（３）の９０/100）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

　　　　　　　　（1月につき　＋（３）の８０/100）

ホ　認知症専門ケア

　　加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

ヘ　サービス提供

　　体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（４）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

ハ　療養食加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

ニ　在宅中重度者

　　受入加算

（１）　看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定している場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　421単位を加算）

（２）　看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定している場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　417単位を加算）

（３）　（１）（２）いずれの看護体制加算も算定している場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　413単位を加算）

（４）　看護体制加算を算定していない場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　425単位を加算）

ロ　ユニット型短期

　　入所生活介護費

　　（1日につき）

（１）　単独型ユニット

　　　型短期入所生活

　　　介護費

（一）　単独型ユニット型

　　　短期入所生活

　　　介護費（Ⅰ）

　　　<ユニット型個室>

×９７／１００
１日につき
＋１８単位

１日につき
＋２０単位

（二）　単独型ユニット型

　　　短期入所生活

　　　介護費（Ⅱ）

　　　<ユニット型個室的

　　　多床室>

（２）　併設型ユニット

　　　型短期入所生活

　　　介護費

（一）　併設型ユニット型

　　　短期入所生活

　　　介護費（Ⅰ）

　　　<ユニット型個室>

（二）　併設型ユニット型

　　　短期入所生活

　　　介護費（Ⅱ）

　　　<ユニット型個室的

　　　多床室>

１日につき
＋１２０単位

片道につき
＋１８４単位

１日につき
＋９０単位
（７日間を

限度）

１日につき
ー３０単位

（二）　単独型短期入所

　　　生活介護費（Ⅱ）

　　　<多床室>

（２）　併設型短期

　　　入所生活介護費

（一）　併設型短期入所

　　　生活介護費（Ⅰ）

　　　<従来型個室>

指定短期入所
事業所が行う

場合
×９２/１００

１日につき
＋１３単位

（二)　併設型短期入所

　　　生活介護費（Ⅱ）

　　　<多床室>

１日につき

利用定員29
人以下

＋１２単位

利用定員30
人以上50人

以下
＋６単位

１日につき

利用定員29
人以下

＋２３単位

利用定員30
人以上50人

以下
＋１３単位

１日につき
＋５８単位

１日につき
＋１３単位

１日につき
＋１５単位

１日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

×７０／１００

１月につき
＋２００単位
※ただし、個

別機能訓練加
算を算定して
いる場合は、１
月につき＋１０

０単位

１日につき
＋１２単位

１日につき
＋５６単位

１日につき
＋４単位

１日につき
＋８単位

基本部分

注 注 注

イ　短期入所生活

　　介護費

　　（1日につき）

（１）　単独型短期

　　　入所生活介護費

（一）　単独型短期入所

　　　生活介護費（Ⅰ）

　　　＜従来型個室＞

×９７／１００ ×７０／１００

介護　8



６　介護予防短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
る場合

又
は

介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整備
である場合

共生型介護予
防短期入所生
活介護を行う場
合

生活相談員配
置等加算

生活機能向上
連携加算

機能訓練体
制加算

個別機能訓
練加算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ 465 単位）

要支援２ （ 577 単位）

要支援１ （ 465 単位）

要支援２ （ 577 単位）

要支援１ （ 437 単位）

要支援２ （ 543 単位）

要支援１ （ 437 単位）

要支援２ （ 543 単位）

要支援１ （ 543 単位）

要支援２ （ 660 単位）

要支援１ （ 543 単位）

要支援２ （ 660 単位）

要支援１ （ 512 単位）

要支援２ （ 636 単位）

要支援１ （ 512 単位）

要支援２ （ 636 単位）

　：　「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の
合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×６０／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×３３／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　（１月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　　　（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ホ　サービス提供体制強化
　　加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（４）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

ヘ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×８３／１０００）

（一）　併設型ユニット型介護予防
　　短期入所生活介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（二）　併設型ユニット型介護予防
　　短期入所生活介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型個室的多床室>

ハ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

ニ　認知症専門ケア加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

（一）　併設型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

指定短期入
所事業所が行

う場合
×９２/１００

１日につき
＋１３単位（二）　併設型介護予防短期入所

　　生活介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

ロ　ユニット型
 　介護予防
 　短期入所生活
 　介護費
 　（1日につき）

（１）　単独型
 ユニット型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

（一）　単独型ユニット型介護予防
    短期入所生活介護費（Ⅰ）
    <ユニット型個室>

×９７／１００

（二）　単独型ユニット型介護予防
　　短期入所生活介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型個室的多床室>

（２）　併設型
 ユニット型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

１月につき
＋２００単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合

は、１月につき
＋１００単位

1日につき
＋１２単位

1日につき
＋５６単位

　1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

1日につき
＋１２０単位

片道につき
　＋１８４単位

基本部分

注

イ　介護予防
 　短期入所生活
 　介護費
 　（1日につき）

（１）　単独型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

（一）　単独型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅰ）
  　<従来型個室>

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

（二）　単独型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

（２）　併設型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

予防　5



１　介護福祉施設サービス

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員の

勤務条件基準を満

たさない場合

入所者の数が入所

定員を超える場合

又

は

介護・看護職員又

は介護支援専門員

の員数が基準に満

たない場合

常勤のユニットリー

ダーをユニット毎に

配置していない等

ユニットケアにおけ

る体制が未整備で

ある場合

身体拘束廃止未

実施減算

日常生活継続支

援加算

看護体制加算

（Ⅰ）

看護体制加算

（Ⅱ）

夜勤職員配置加

算

（Ⅰ）・（Ⅱ）

夜勤職員配置加

算（Ⅲ）・（Ⅳ）

準ユニットケア加算 生活機能向上連

携加算

個別機能訓練加

算

若年性認知症入

所者受入加算

専従の常勤医師を

配置している場合

精神科医師による

療養指導が月2回

以上行われている

場合

障害者生活支援

体制加算（Ⅰ）

障害者生活支援

体制加算（Ⅱ）

要介護１ （ 557 単位） －５６単位

要介護２ （ 625 単位） －６３単位

要介護３ （ 695 単位） －７０単位

要介護４ （ 763 単位） －７６単位

要介護５ （ 829 単位） －８３単位

要介護１ （ 557 単位） －５６単位

要介護２ （ 625 単位） －６３単位

要介護３ （ 695 単位） －７０単位

要介護４ （ 763 単位） －７６単位

要介護５ （ 829 単位） －８３単位

要介護１ （ 659 単位） －６６単位

要介護２ （ 724 単位） －７２単位

要介護３ （ 794 単位） －７９単位

要介護４ （ 859 単位） －８６単位

要介護５ （ 923 単位） －９２単位

要介護１ （ 659 単位） －６６単位

要介護２ （ 724 単位） －７２単位

要介護３ （ 794 単位） －７９単位

要介護４ （ 859 単位） －８６単位

要介護５ （ 923 単位） －９２単位

要介護１ （ 636 単位） －６４単位

要介護２ （ 703 単位） －７０単位

要介護３ （ 776 単位） －７８単位

要介護４ （ 843 単位） －８４単位

要介護５ （ 910 単位） －９１単位

要介護１ （ 636 単位） －６４単位

要介護２ （ 703 単位） －７０単位

要介護３ （ 776 単位） －７８単位

要介護４ （ 843 単位） －８４単位

要介護５ （ 910 単位） －９１単位

要介護１ （ 730 単位） －７３単位

要介護２ （ 795 単位） －８０単位

要介護３ （ 866 単位） －８７単位

要介護４ （ 931 単位） －９３単位

要介護５ （ 995 単位） －１００単位

要介護１ （ 730 単位） －７３単位

要介護２ （ 795 単位） －８０単位

要介護３ （ 866 単位） －８７単位

要介護４ （ 931 単位） －９３単位

要介護５ （ 995 単位） －１００単位

ラ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

　　　　　（1月につき　＋所定単位×８３／１０００）

注

所定単位は、イからナまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

　　　　　（1月につき　＋所定単位×６０／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

　　　　　（1月につき　＋所定単位×３３／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

　　　　　（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

　　　　　（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ツ　褥瘡マネジメント加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(１月につき　１０単位を加算（３月に１回を限度）)

ネ　排せつ支援加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１００単位を加算）

ナ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（４）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

ヨ　在宅復帰支援機能加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

タ　在宅・入所相互利用加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４０単位を加算）

レ　認知症専門ケア加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

　　　　　　　　　　　　（１日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

ソ　認知症行動・心理症状緊急対応加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

カ　看取り介護加算

（１）　死亡日以前４日以上30日以下

　　 　　　　　　　　　 （１日につき　１４４単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日

　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

（３）　死亡日

　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２８０単位を加算）

（１）　死亡日以前４日以上30日以下

　　 　　　　　　　　　 （１日につき　１４４単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日

　　　　　　　　　　　　（１日につき　７８０単位を加算）

（３）　死亡日

　　　　　　　　　　　　（１日につき　１５８０単位を加算）

（１）看取り介護加算

（Ⅰ）

（２）看取り介護加算

（Ⅱ）

ヌ　口腔衛生管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３０単位を加算）
注

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

ル　口腔衛生管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　９０単位を加算）

注

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合

口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

ヲ　療養食加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算（１日に３回を限度））

ワ　配置医師緊急時対応加算

（１）　早朝・夜間の場合

　　　　　　　　　　　　（１回につき　６５０単位を加算）

（２）　深夜の場合

　　　　　　　　　　　　（１回につき　１３００単位を加算）

へ　栄養マネジメント加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

ト　低栄養リスク改善加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３００単位を加算）

チ　経口移行加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

注

栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない

リ　経口維持加算（１月につき）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）
注

栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　（１００単位）
注

経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない

注

栄養マネジメント加算を算定していない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。

ホ　退所時等相談援助

　　加算

（１）　退所前訪問相談援助加算

　　　（入所中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

（２）　退所後訪問相談援助加算

　　　（退所後1回を限度に、４６０単位を算定）

（３）　退所時相談援助加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

注

入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

（４）　退所前連携加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注

居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（２）　ユニット型

　　経過的小規模

　　介護福祉施設

　　サービス費

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき２４６単位を算定

注　外泊時在宅サービス利用費用 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき５６０単位を算定

ハ　初期加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

二　再入所時栄養連携加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所者1人につき1回を限度として４００単位を加算）

注

栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

注　外泊時費用

注 注

＋５単位 ＋２６単位 ＋４１単位＋１２０単位

入所定員30人

以上50人以下

２７単位

入所定員51人

以上又は経過

的小規模

１８単位

＋２５単位

入所定員30人

以上50人以下

３３単位

入所定員51人

以上又は経過

的小規模

２１単位

＋１２単位

（二）　経過的小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）

　　<多床室>

入所定員30人

以上50人以下

２８単位

入所定員51人

以上又は経過

的小規模

１６単位

入所定員30人

以上50人以下

２２単位

入所定員51人

以上又は経過

的小規模

１３単位

＋４６単位

＋５単位

（一） ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）

　<ユニット型個室>

×９７／１００

（二） ユニット型経過的小規模介護福祉施設

　サービス費（Ⅱ）

　<ユニット型個室的多床室>

（２）　経過的小規模

　　介護福祉施設

　　サービス費

×７０／１００

×９７／１００

（一）　介護福祉施設サービス費（Ⅰ）

　　<従来型個室>

×７０／１００

（二）　介護福祉施設サービス費（Ⅱ）

　　<多床室>

（二） ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅱ）

　<ユニット型個室的多床室>

（１）　ユニット型

　　介護福祉施設

　　サービス費

（一） ユニット型経過的小規模介護福祉施設

　サービス費（Ⅰ）

　<ユニット型個室>

（一）　経過的小規模介護福祉施設サービス費（Ⅰ）

　  <従来型個室>

イ　介護福祉施設

　サービス費

　（1日につき）

ロ　ユニット型介護

　福祉施設サービス費

　（1日につき）

１月につき

＋200単位

※ただし、個別

機能訓練加算

を算定している

場合は、１月に

つき＋100単位

（１）　介護福祉施設

　　サービス費

基本部分

注 注

＋３６単位

入所定員30人

以上50人以下

６単位

入所定員51人

以上又は経過

的小規模

４単位

入所定員30人

以上50人以下

１３単位

入所定員51人

以上又は経過

的小規模

８単位

介護　16








